
ロシアのウクライナ侵攻に対する決議 

 

２月２４日のロシアによるウクライナへの軍事侵攻に対して世界各地で抗議と

非難の声が上がっている。 

武力を背景にした一方的な現状変更は、ウクライナの主権及び領土の一体性を

侵害し、武力の行使を禁ずる国際法と国連憲章への重大な違反であることから、

断じて容認することはできない。 

よって、本町議会は、ロシア軍による侵略に抗議するとともに、ロシアに対し

即時に攻撃を停止し、部隊をロシア国内に撤収するよう強く求めるものである。 

また、国に対しては、ウクライナに在住する邦人の安全確保に全力を尽くすとと

もに、我が国への影響対策について万全を期することを求めるものである。 

以上、決議する。 
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